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令和２年３月１８日 

領事メール 

 

件名：オマーンにおける新型コロナウィルスの状況・対策（第１８号） 

  

【ポイント】 

○１７日，オマーン政府の新型コロナウィルス対策高等委員会は，オマーン入

国（陸海空路）をオマーン国民に限定し，食料品や消耗品店等を除くショッピ

ングモール店舗等を閉鎖するなどを決定し，１８日正午から実施すると発表し

ました。 

○同日，オマーン保健省は，9件の感染症例が新たに確認された（合計 33件）

と発表しました。 

 

【本文】 

  １７日夕刻，オマーン政府の新型コロナウィルス対策高等委員会は，第 3回

会合を開催し（議長の内務大臣主宰），以下を決定し，１８日正午から実施す

ると発表しました。 

１ オマーン入国（陸海空路）はオマーン国民に限定。オマーン国民の海外渡

航の中止。 

２ アザーンを除くモスクの閉鎖。 

３ イスラム教徒以外の礼拝所の閉鎖。 

４ オマーンにおける全ての集会，イベント，会議の中止。 

５ 全ての観光地の閉鎖，海岸，ピクニック用地（ワジ，砂漠，滝，湧き水

等）などの公共の場での集会の禁止。 

６ 食料品，消耗品店，診療所，薬局，眼鏡店を除くショッピングモールの全

店舗の閉鎖。 

７ マトラ，ニズワ，アル・ルスターク，シナーウ等の伝統的な市場（スー

ク），水曜市場，木曜市場，金曜市場のような人気のあるスークの閉鎖。 

８ テイクアウト・サービスを除く，ホテルを含むレストラン・カフェでの食

事の提供の禁止。 

９ スポーツ・クラブ，文化クラブの閉鎖。 

１０ スポーツジム，ヘルスクラブ，理髪店及び美容院の閉鎖。 

  

  同日，オマーン保健省は，新たに 9件の感染症例（オマーン人 8人，外国人

居住者 1人：7人は国外旅行に関係，2人は疫学的調査中：1人は病院で治療

中，残りは自宅検疫中）が確認され，オマーンで確認された感染症例は合計 33
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件（29件が国外旅行に関係，4件は疫学的調査中），12件については既に治

癒していると発表しました。 

 

 

 

（問い合わせ先） 

在オマーン日本国大使館 

－電話：（＋968）24601028 

－FAX：（＋968）24698720 

 


